
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和５年５月９日（火）午後４時００分～午後５時００分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第１会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１０名） 

農業委員 

２番 弓野 良子 

３番 青木 清美 

５番 水島 英樹 

６番 水島 正起 

７番 竹内 重之 

８番 荒尾 和彦 

10番 大森 憲一 

11番 赤川 慎二 

12番 青木 靖浩 

13番 大森 雅昭 

 

４ 本委員会に欠席した委員（４名） 

農業委員 

１番 住吉 一久 

４番 清水 智也 

９番 数家 善継 

14番 水野 仁士 

 

５ 説明者   農業委員会  事務局長    竹谷 俊範 

事務局長代理  平坂 昌美 

事務局員    山﨑 康治 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の件 

（２）議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請の件 

（３）議案第３号  農用地利用集積計画の決定の件 

（４）議案第４号  農用地利用配分計画の決定の件 

（５）その他 

 

７ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、５月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  （あいさつ）       



 

会  長  それでは、これより、５月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により１２番 青木 靖浩 委員、３番 青木 清 

        美 委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」について、ご説 

明いたします。 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第３条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和５年５月９日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 今回の申請の概要ですが、許可申請件数は２件で、申請面積は２，２３２．００㎡ 

です。 

 続いて、各申請についてご説明いたします。 

 １番 譲受人は朝日町窪田○○○○番地、○○ ○○さんです。 

１番 譲渡人は朝日町大家庄○○○○番地、○○ ○さんです。 

 申請農地は朝日町窪田○○○○番外１筆、地目は田、２筆、合計１，２９８．００ 

㎡です。 

 権利の設定としては、「譲渡人の要望による」となります。 

 住吉一久委員、青木靖浩委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、大家庄、窪田地内、譲受人の事務所から約７２０ｍ、車で約５分圏内の 

距離に位置しております。 

 次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、現在譲受人は同集落 

内で耕作しており、申請地についても譲渡人より借受け、で耕作しており、今後も適 

正に管理・耕作されるものと思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は同集落内で問題なく耕作していることから、周 

辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

 以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

たしているものと思います。 

 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

２番 譲受人は朝日町窪田〇○○○番地、○○ ○○さんです。 

２番 譲渡人は宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷５丁目○番○号、〇〇 ○○さんです。 

 申請農地は朝日町窪田○○○○番、地目は田、１筆、合計９３４．００㎡です。 



 権利の設定としては、「譲渡人の要望による」となります。 

 住吉一久委員、青木靖浩委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、大家庄、窪田地内、譲受人の事務所から約６４０ｍ、車で約４分圏内の 

距離に位置しております。 

 次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、現在譲受人は同集落 

内で耕作しており、申請地についても譲渡人より借受け、で耕作しており、今後も適 

正に管理・耕作されるものと思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は同集落内で問題なく耕作していることから、周 

辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

 以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

たしているものと思います。 

 議案第１号は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

   

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思います。 

住吉一久委員と青木靖浩委員から意見書をいただいておりますが、住吉一久委員が

欠席ですので、青木靖浩委員から意見をお願いいたします。 

 

   青木靖浩委員  事務局から説明のあったとおりです。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請どおり許可 

いたします。 

 

会  長  議案第１号の２番の議案につきまして、審議したいと思います。 

住吉一久委員と青木靖浩委員から意見書をいただいておりますが、住吉一久委員が

欠席ですので、青木靖浩委員から意見をお願いいたします。 

 

   青木靖浩委員  事務局から説明のあったとおりです。 

 

   会  長  議案第１号の２番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の２番の議案につきまして申請どおり許可 

いたします。 

 



会  長  次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

      事務局より説明願います。 

 

事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

         それでは、「農地法第４条の規定による許可申請の件」について、ご説明いたしま 

す。 

議案書は、３ページをご覧ください。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第４条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和５年５月９日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 議案第２号１番、４条の案件です。 

 この申請地は、農振農用地区域にあったことから、昨年９月に除外願いが提出され、 

１０月の本委員会定例会に付議された案件であります。 

 農業振興計画の変更縦覧を終え、本日９日までに異議の申し立てがなければ、富山 

県知事から農振計画変更の同意がなされ、同日、朝日町から除外認可が下りるもので 

あります。 

縦覧に供された時点で、転用申請が可能なことから、本日、議案として付議された 

ものであります。 

      １番 申請人は、「朝日町山崎○○○○番地、○○ ○○さん」です。 

      申請地は、山崎○○○番地○、登記地目は田、２，７０５㎡です。 

      現況は、田であります。 

      転用の目的は一般住宅敷地並びに貸駐車場及び貸資材置場です。 

      水野委員より意見書を頂戴しております。 

      申請地につきましては、４ページをご覧ください。 

      申請地は、山崎地区辻岩崎地内で、県道黒部・朝日公園線沿いにある○○○○○○ 

○○に隣接しており、すぐそばには、やまざき紅悠館があります。 

 申請者は、願出地の県道を挟んだ山側に居住を有しており、妻と息子の３人で住ん 

でいるが老朽化が著しく息子の今後を考えて、２世帯住宅にしたいと考えております。 

 また、従来の仕事のほか、令和４年６月に富山市にある株式会社○○○を当該会社 

の傘下に加えております。 

 経営の効率化を図るため、事務事業を申請地の隣にある会社に集中させるため、事 

        務員５名を移動させるとともに、現場代理人クラスの従業員十数名も本社勤務とする  

        ため、その駐車場の確保や、さらには、借地であった資材置場の賃貸契約が終了する 

ことから、現地においてあるパッカー車及びダストボックス２０個、外壁清掃用足場 

材、現場事務所用ユニットハウス２棟を置くスペースが必要となりました。 

 申請人は、山崎地区に愛着を持っており、自宅及び会社が面する県道沿いで非農地 

及び農用地区域外農地、２種農地等を探しましたが、話がまとまらず、申請地以外に 

は適当な土地はなく、自分が経営する会社の隣接地であり、また、自己所有地である 

今回の申請地を居住と会社への貸駐車場及び貸資材置場として利用するには、妥当な 



面積となることから、やむを得ずこの度の申請となったものです。 

         申請面積２，７０５㎡のうち一般住宅敷地の申請面積９９７.７７㎡の土地利用につ 

いては、住宅敷地面積が１６０㎡、県道から住宅までの進入道路が５０㎡、駐車場約 

５０㎡、駐車場から玄関までのアプローチ部分３５㎡、隣接する○○○○○○○○や 

貸駐車場及び貸資材置場との緩衝エリアを兼ねた庭５６２㎡を予定しております。 

また、隣接する会社について、平成１３年に転用許可を得て造成建築しております 

が、当時、分筆誤りにより、今回の申請地の一部が会社敷地としてすでに使用されて 

おり違反転用状態となっており、始末書が提出されております。 

        また、貸駐車場及び貸資材置場面積は１，７０７．２３㎡であり、その土地利用に 

ついては、駐車場面積８１３.４４㎡、積み込みスペースや車回転スペース含む資材 

置場として８９３.７９㎡が必要で、いずれも最少限の面積となっております。 

         申請地は、昭和４６年度に団体営ほ場整備事業（山崎中部地区）（桜町）が行われ、 

        昭和５１年度に換地されていますが、８年要件を大きく超えて、４６年以上経過して 

おり、朝日町土地改良区、辻岩崎町内会、隣接耕作者からも同意を得ております。 

申請地は、１０ｈａ以上の一団の農地が広がる第１種農地と判断します。 

第１種農地の転用は、原則不許可ですが、転用目的が「申請地に代えて周辺の他の 

土地を提供することにより事業の目的を達成できるとは認められない」ことから、農 

地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

         以上 第４条の規定による許可申請の件として、１件 田１筆 ２，７０５㎡とな 

ります。 

       

会  長  ただ今、説明のありました議案第２号の１番の議案につきまして、審議したいと思 

います。 

 水野委員から意見書をいただいておりますが、欠席のため、赤川委員にて報告する 

旨を水野委員より伺っております。 

 赤川委員お願いいたします。 

 

   赤川委員  詳細については、事務局から説明のあったとおりです。 

         申請者については、山崎地区で唯一の大手企業であり、町内会活動も積極的に参加 

されていることから、大変頼りにされております。 

また、今回、その会社の基盤が町内に集約されることにつきましても、町内として 

も大変喜ばしいことでもあります。 

         水野委員からも、特段問題なしとの意見をいただいております。 

 

   会  長  議案第２号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

んか？ 

 

      （全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、議案第２号の１番の議案につきまして、申請どおり、 

県へ進達いたします。 



 

会  長  次に、議案第３号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第４号「農用地利用配 

        分計画の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、５ページをご覧ください。 

         議案第３号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、旧農業経営基盤強化 

        促進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出が 

ありましたので、その決定につき意見を求めます。   

         続いて、１３ページをご覧ください。 

         議案第４号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分計画 

案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

         今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるものとそれ以外という２部構成とな 

        っております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         初めに、農地中間管理事業以外の集積計画についてご説明いたします。 

７ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は３件となり、 

田：５筆：７，４７２．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、８ページをご覧ください。 

農地中間管理事業以外についての利用権設定状況の内訳です。 

３年未満の借り手及び貸し手が、２件、５，４３５．００㎡、全て再設定となって 

おります。 

         ３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、１件、２，０３７．００㎡、再設定とな 

っております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

        借り手、貸し手 計各３件、７，４７２．００㎡、相対契約となっております。 

         町外、借り手０件、０．００㎡、貸し手０件、０．００㎡、全て町内の方で、町内

各地区分は、表のとおりとなっております。 

         続けて、農地中間管理事業にかかる集積計画についてご説明いたします。 

１１ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は２３件となり、 

田：５３筆：８２，９３４．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、１２ページをご覧ください。 

         こちらは、農地中間管理事業にかかる集積計画の利用権設定状況の内訳となります。 

         ３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、３件、３，８２９．００㎡、うち、再設

定を含む申請が、１件、８１６．００㎡となっております。 

         ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、１件、２，１４１．００㎡、再設定と

なっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１９件、７６，９６４．００㎡、うち、再設定

を含む申請が、６件、３６，６５５．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計各２３件、８２，９３４．００㎡のうち、借り手は全て公社に



なっております。 

         町外の貸し手は、３件、１６，６３２．００㎡となり、残りの町内各地区分は、表

のとおりとなっております。  

         続けて配分計画についてですが、１７ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は３２件となり、 

        田：７０筆：１２０，１８２．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 

         次に、１８ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、３件、９，０８６．００㎡、全て再設定となってお 

ります。 

３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、６件、１９，１８２．００㎡、うち、再設 

定を含む申請が、４件、１６，１６９．００㎡となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、４件、１４，９５０．００㎡、全て再 

設定となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１９件、７６，９６４．００㎡、うち、再設定 

を含む申請が、６件、３６，６５５．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各３２件、１２０，１８２．００㎡のうち、貸し手は全て公 

社になっております。 

         町外の借り手は、０件、０．００㎡、全て町内の方で、町内各地区分は、表のとお 

りとなっております。 

 今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として再配分が９件含まれております。 

 なお、申請の中で、大字が細野の案件については、昨年１０月に細野生産組合に所 

属する農業者３名により、地域計画の目標地図の作成も見据えて、農地集約化につい 

て話し合いを行い、エリア分けに関する協議を行った結果、今回の申請では、３１筆、 

約５．５ｈａ分の利用権設定の変更を行ったものであります。 

         議案第３号及び第４号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第３号及び議案第４号の議案につきまして、審議し 

        たいと思います。 

         議案第４号において、当事者である○○○○委員及び○○○○委員がおられますの 

で、案件を分けて審議を行います。 

         まずは、議案第３号及び議案第４号の１６ページ１０７番から１１０番まで以外の 

        案件について、審議をしたいと思います。 

         ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

 

   会  長  次に、議案第４号の１６ページ１０７番から１１０番までについて、審議したいと 



思います。 

         当事者である○○○○委員及び○○○○委員は、しばらく退室となります。 

          

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         議案第４号の１６ページ１０７番から１１０番までについて、ご意見及びご異議は 

ありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

          

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…６月６日（火）１６：００～ 

 

   会  長  そのほかに意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして５月の農業委員会定 

例会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後５時００分に閉会する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名押印する。 
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